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免除対象高年齢労働者数＝令和元年度の各月末の免除対象高年齢労働者数の合計÷12

端数は切り捨ててください。ただし、端数を切り捨てた結果0人となる場合は1人と
してください。（記入例5（P.24）の場合、常時使用労働者数（④欄）は、1人とし
てください。）
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常時使用労働者数･雇用保険被保険者数計算要領（申告書の④・⑤・⑥欄について）

　「法人番号欄」（㉛欄）が空欄の場合、法人の行う事業については、国税庁から通知された１３桁の
法人番号を記入してください（商業登記法に基づく「会社法人等番号（１２桁）」を記入しないようご注
意ください。）。
　法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、各法人に指定さ
れた法人番号を記入してください。
　なお、個人事業主の行う事業については、法人番号欄の１３桁すべてに「０」を記入してください（個
人番号の記入はしないでください。）。
　また、前年度までにご登録いただいている場合は印字されてありますが、訂正する場合は「年度更新
よくある質問」（P.45）のQ6をご参照ください。

法人番号の記入について11
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【記入例】
（法人の場合）

（個人事業主の場合）

事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1,000分の0.02）事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1,000分の0.02）事業主が労働者に支払った賃金総額（千円未満は切り捨て） × 一般拠出金率（1,000分の0.02）

①労働保険の年度更新手続
②事業終了（廃止）

労働保険の確定保険料の申告に
併せて申告・納付します。

（4）算定方法
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　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」の規定に基づき、事業主の皆様に
ご負担いただくものです。
　徴収された一般拠出金は、国からの交付金、地方公共団体からの交付金、特別事業主（アスベスト
の製造、販売を行ってきた事業主）からの特別拠出金と併せて、石綿（アスベスト）健康被害者（労災
補償の対象にならない方）の救済費用に充てられます。
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